
2 0 2 4 年 1 0 月 3 1 日

公 益 社 団 法 人 ア ム ネ ス テ ィ ・ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 日 本

入 管 ・ 多 文 化 共 生 チ ー ム 　

大 阪 出 入 国 在 留 管 理 局 参 観 記
質 問 と 回 答

　 こ の 文 書 は 、 ２ ０ ２ ４ 年 １ ０ 月 ８ 日 に 公 益 社 団 法 人 ア ム ネ ス テ ィ ・ イ ン

タ ー ナ シ ョ ナ ル 日 本 の 入 管 ・ 多 文 化 共 生 チ ー ム が 主 催 し て 行 っ た 大 阪 出 入

国 管 理 局 の 参 観 時 の 入 管 と の 質 疑 応 答 の 記 録 で あ る 。 な お 、 当 日 の 代 表 者

で あ っ た 山 田 が 『 大 阪 入 出 国 在 留 管 理 局 参 観 記 』 も 別 途 作 成 し て い る の で 参

照 さ れ た い 。

註 １ ）

　 こ の 記 録 は 、 事 前 に 提 出 し た 質 問 書 へ の 会 議 室 で の 入 管 に よ る 回 答 と 、

そ の 回 答 に 対 す る さ ら な る 質 疑 応 答 、 と い う 形 式 を と っ て い る 。 さ ら に 、

回 答 内 容 に は 、 見 学 し な が ら の 移 動 時 に 行 わ れ た 質 疑 応 答 も 含 ま れ て い る

ま た 、 回 答 な ど の 敬 語 ・ 丁 寧 語 な ど は 省 略 し た 。 　

註 ２ ）

　 以 下 の 質 問 で 出 入 国 管 理 お よ び 難 民 認 定 法 は 「 法 」 、 被 収 容 者 処 遇 規 則

は 「 規 則 」 、 名 古 屋 入 管 の 被 収 容 者 処 遇 細 則 は 「 細 則 」 を 意 味 す る 。

　 又 、 質 問 は 令 和 元 年 １ ２ 月 １ ２ 日 の 第 ４ 回 「 収 容 ・ 送 還 に 関 す る 専 門 部

会 」 の 「 入 管 収 容 施 設 内 の 処 遇 に 関 す る 現 状 」 、 令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日 の 入 国

者 収 容 所 な ど 視 察 委 員 会 の 意 見 に 関 す る 検 討 結 果 報 告 、 ２ ０ １ ８ 年 の 大 阪

入 管 質 問 回 答 書 を 参 考 に し た 。 以 下 の 質 問 で は そ れ ぞ れ 、 「 現 状 」 、 ｢ 報

告 書 ｣ 、 「 回 答 書 」 と 略 記 し た 。

＜ 当 日 、 入 管 職 員 ＞ 　 （ 敬 称 略 ）

総 務 課 渉 外 調 整 係 　 A … 司 会 担 当

処 遇 部 門 　 　 　 　 　 B

審 判 部 門 　 　 　 　 　 C

永 住 審 査 部 門 　 　 　 D

総 務 課 広 報 係 　 　 　 E
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＜ 目 次 ＞ 　 （ ク リ ッ ク す る と 各 項 目 に ジ ャ ン プ で き ま す ）

１  .    収 容 の 状 況 に つ い て 質 問  

２ ． 大 阪 出 入 国 在 留 管 理 局 に お け る 被 収 容 者 の 処 遇 、 と く に 健 康 管 理

に つ い て の 質 問

３ ． 被 収 容 者 の 処 遇 全 般 に つ い て の 質 問

４ ． 大 阪 出 入 国 在 留 管 理 局 に お け る 被 収 容 者 の 隔 離 、 拘 禁 ， 制 圧 行 動

に つ い て の 質 問

５ ． 大 阪 出 入 国 在 留 管 理 局 に お け る 苦 情 処 置 に つ い て の 質 問

６ ． 大 阪 出 入 国 在 留 管 理 局 に お け る 難 民 申 請 に つ い て 質 問

７ ． 人 権 教 育 に つ い て 質 問

８ ． 改 正 入 管 法 に つ い て 質 問

９ ． そ の 他 （ 当 日 、 追 加 の 質 問 ）

１ ０ ． 収 容 所 配 置 関 係 （ 当 日 、 館 内 見 学 時 の 記 録 ）

１  .    収 容 の 状 況 に つ い て 質 問  

（ １ ） 大 阪 出 入 国 在 留 管 理 局 に お け る 現 在 の 被 収 容 者 数 を 男 女 別 、 国 籍 別

に お 教 え く だ さ い 。 ま た 、 難 民 認 定 申 請 中 の 人 及 び  LGBT  の 人 の 数 を お

教 え く だ さ い 。

（ 1 -1  回 答 ）

・ 収 容 人 員 （ 2 0 2 4 年 1 0 月 8 日 午 前 0 時 現 在 ） は 52 人 。 男 が 47人 、 女 性 ５

人 。

・ 国 籍 （ 現 在 ） ： 最 多 国 は ベ ト ナ ム の 方 で 半 数 を 占 め る 。 次 に イ ラ ン ・ ウ

ガ ン ダ の 方 が 多 い 。 そ の 他 の 国 は １ 〜 ２ 人 。

・ 国 籍 （ 2 0 2 3年 末 ） ： ベ ト ナ ム （ 1 6人 ） 、 中 国 （ 4 ） 、 イ ラ ン ・ ナ イ

ジ ェ リ ア ・ ブ ラ ジ ル ・ セ ネ ガ ル （ 以 上 各 ２ 人 ） 、 そ の 他 の 国 多 数 （ 各 １

人 ） 、 合 計 35人 。
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・ 難 民 申 請 中 の 人 （ 現 在 ） ： 統 計 な し

・ 難 民 申 請 中 の 人 （ 2 0 2 3 年 末 ） ： 6人 （ 35人 中 ）

・ LGBTの 人 （ 現 在 ） ： 1 人

（ ２ ） 被 収 容 者 の 年 齢 別 構 成 を 教 え て く だ さ い 。

　 　 　 乳 児 （ １ 才 未 満 ）

　 　 　 幼 児 （ １ 才 以 上 ６ 才 未 満 ）

　 　 　 未 成 年 （ ６ 才 以 上 １ ８ 才 未 満 ）

　 　 　 成 年 （ １ ８ 才 以 上 ）

（ 1 -2  回 答 ）

今 、 現 在 、 未 成 年 者 の 被 収 容 者 は 0 人 。

　 　 　

（ ３ ） コ ロ ナ 禍 で か な り の 方 が 仮 放 免 に な っ た と 聞 い て い ま す が 、 こ の ５

年 間 （ ２ ０ １ ９ ～ ２ ０ ２ ３ ） の 非 収 容 者 数 の 推 移 を 教 え て く だ さ い 。

（ 1 -3  回 答 ）

１ （ ３ ） 被 収 容 者 の 推 移

年 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

人 数 72 46 2 3 37 35

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※  各 年 末 時 点 の 収 容 人 員

（ ４ ） 大 阪 出 入 国 在 留 管 理 局 に お け る 現 在 の 収 容 期 間 別 被 収 容 者 の 人 数

を 教 え て く だ さ い 。

（ 1 -4  回 答 ）

・ 現 在 時 点 の 数 は 統 計 が 無 く 、 答 え る の は 困 難

・ 2 0 2 3 年 末 時 点 で の 収 容 期 間 別 人 数 は 下 記 の 通 り

入 管 名 半 年

未 満

半 年 以 上

１ 年 未 満

１ 年 以 上

２ 年 未 満

２ 年 以 上

３ 年 未 満

３ 年

以 上

合 計

大 阪 ３ ３ ２ ０ ０ ０ ３ ５

（ ５ ） 過 去 ５ 年 間 に 収 容 所 か ら 出 所 さ れ た 人 数 を 要 因 別 に 教 え て く だ さ い

　 　 　 現 在 送 還 忌 避 者 は 何 人 い ま す か ？

（ ６ ） 過 去 ５ 年 間 の 入 所 者 数 を お 教 え く だ さ い 。
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（ 1 -5 ,6  回 答 ）

１ （ 5） （ 6） 出 所 入 所 者 数

年 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

出 所 人 数 93 1 8 2 0 8 4 4 62 4 94 4

入 所 人 数 929 794 8 2 1 63 8 94 2

・ 要 因 別 の 統 計 は 取 っ て い な い の で 答 え る の は 困 難 。

・ 送 還 忌 避 者 も 統 計 は 取 っ て い な い の で 答 え る の は 困 難 。

・ 仮 放 免 更 新 時 再 収 容 者 数 、 新 た な 収 容 者 数 の 回 答 は 無 し 。

（ ７ ） 家 族 （ 夫 婦 、 親 子 ） で 収 容 さ れ て い る 人 数 を 教 え て く だ さ い 。

（ 1 -7  回 答 ）

・ 統 計 を 取 っ て い な い の で 答 え る の は 困 難 。

２ ． 大 阪 出 入 国 在 留 管 理 局 に お け る 被 収 容 者 の 処 遇 、 と く に 健 康

管 理 に つ い て の 質 問

（ １ ） 部 門 別 正 規 職 員 数 、 医 師 と 看 護 師 の 数 、 お よ び 勤 務 態 勢 に つ い て お

教 え く だ さ い 。 医 務 室 の 有 無 を お 教 え く だ さ い 。

（ 2 -1  回 答 ）

・ 2 0 2 3 年 度 末 で 大 阪 入 管 全 体 の 職 員 数 は 8 4 8 人 す な わ ち 、 関 西 空 港 支 局

神 戸 支 局 、 各 県 の 出 張 所 ５ 箇 所 の 合 計 。 う ち 、 入 国 警 備 官 は 170 人 。

・ 部 門 別 の 正 規 職 員 数 は 不 明 だ が 、 処 遇 部 門 は 現 在 60 人 弱 。 （ 正 規 職 員

数 か 処 遇 部 門 職 員 数 全 体 か は 不 明 ）

・ 常 勤 医 師 は 0 人 。 委 託 医 師 が 4 人 。 火 金 土 が 午 前 診 療 、 木 が 午 後 診 療 。

い ず れ も 診 療 時 間 は 一 日 ３ 時 間 。

・ 常 勤 看 護 師 は 4 人 、 非 常 勤 看 護 師 は 1 人 。 常 勤 の 薬 剤 師 が 1 人 。

・ 日 本 語 が 不 得 手 な 入 所 者 に 対 し て は 自 動 翻 訳 機 で 対 処 し て い る 。 通 訳 が

電 話 を 使 っ て 対 応 す る こ と も あ る 。

（ ２ ） ２ ０ ２ ２ 年 、 ２ ０ ２ ３ 年 の 医 師 へ の 診 察 申 込 数 、 庁 内 受 診 数 、 外 部

医 療 機 関 に 移 送 し た 人 数 （ 外 部 に 移 送 し た 人 数 に つ い て は 診 療 科 別 の 人 数

を お 教 え く だ さ い ） 。
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（ 2 -2  回 答 ）

２ （ ２ ） 診 察 申 し 込 み 数 ・ 受 診 数 ・ 外 部 医 療 機 関 へ の 移 送 の 人 数

年 診 察 申 込 数 庁 内 受 診 数 外 部 医 療 機 関 に 移 送 し た 人 数

2 0 2 2 1 062 1 060 155

2 0 2 3 1 079 1 079 155

・ 外 部 移 送 の 診 療 科 別 の 人 数 は 統 計 に な く 回 答 困 難 。

・ 2 0 2 2 年 に 申 込 が あ っ た の に 受 診 し な か っ た 2件 に つ い て 。 外 部 診 療 直

後 に 同 じ 症 状 で 申 し 出 あ り 。 外 部 診 療 先 の ほ う に も 確 認 し た 結 果 、 一 定 期

間 出 し た 処 方 薬 で 様 子 を 見 て 回 復 等 が 無 い な ら 再 診 と し た 。 2 日 間 同 じ 人

物 が 申 出 を し 、 ど ち ら も そ の 時 点 で は 診 療 せ ず 。 同 人 物 は 、 一 定 期 間 を お

い て か ら 外 部 診 療 で 再 診 に な っ た 。

（ ３ ） 診 察 が 許 可 さ れ た 場 合 、 診 察 申 し 込 み か ら 実 際 の 診 療 ま で 、 ２ 週 間

以 上 待 た さ れ る こ と が 多 い と の 情 報 が あ り ま す 。 そ の 中 に は 申 込 日 を 診 療

前 日 に 書 き 換 え さ せ ら れ た 、 と い う 人 も い る と 言 う こ と を 聞 き ま し た 。 実

際 の 申 し 込 み か ら 一 週 間 以 内 ま で に お お よ そ ど の 程 度 の 人 が 受 診 で き て い

ま す か ？ 　

（ 2 -３ 回 答 ）

・ 1週 間 以 内 に は 該 当 す る 先 生 の 診 療 が あ る の で １ 週 間 以 内 に は 基 本 的 に

は 受 診 で き て い る 。 た だ 、 再 診 の 場 合 は 一 定 期 間 、 処 方 薬 を 飲 ん で か ら の

判 断 で 、 か つ 同 じ 医 師 に 診 て も ら う の で 、 直 近 で な い 診 察 日 に な る こ と が

あ る 。

（ ４ ） ２ ０ ２ ２ 年 、 ２ ０ ２ ３ 年 、 医 師 に よ る 診 察 を 申 し 込 ん だ に も か か わ

ら ず 不 許 可 に し た 人 数 、 お よ び そ の 理 由 別 人 数 を お 聞 か せ く だ さ い 。

　 　 ・ 常 備 薬 な ど で 対 応 し た 人 数

　 　 ・ 処 置 し な か っ た 人 数

　 　 そ の う ち 、 詐 病 が 疑 わ れ た 人 数 と 詐 病 が 疑 わ れ た 理 由

（ 2 -４ 回 答 ）

・ 基 本 的 に 、 体 調 不 良 の 訴 え が あ れ ば 、 庁 内 診 療 や 外 部 の 病 院 で の 診 察 で

対 応 し て い る 。  歯 科 医 は 全 て 外 部 診 療 。

　 　

（ ５ ） 詐 病 が 疑 わ れ た 場 合 で も 、 医 師 や 看 護 師 の 資 格 の 無 い 看 守 が こ の 真

偽 を 判 断 す る の は 難 し い 場 合 が あ る と 思 い ま す 。 本 人 が 詐 病 を 否 定 し た 場

合 は ， 医 師 の 診 断 を 仰 ぎ ま す か ？
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（ 2 -5  回 答 ）

・ 基 本 的 に 、 入 国 警 備 官 が 本 人 か ら 体 調 不 良 の 訴 え を 聞 け ば 医 師 に 診 察 し

て も ら っ て い る 。 だ か ら 警 備 官 が 、 詐 病 と か 、 必 要 な い と か い う 判 断 は し

な い 。

（ ６ ） 常 備 薬 を 使 用 し て い る に も か か わ ら ず 、 症 状 が 改 善 し な い 、 も し く

は 悪 化 し た 場 合 は ど の よ う に 処 置 さ れ て い る で し ょ う か 。

（ 2 -６ 回 答 ）

・ 訴 え が あ れ ば 、 ま ず 庁 内 で 受 診 、 次 に 医 師 か ら 指 示 が あ れ ば 外 部 の 専 門

家 を 受 診 、 と い う 対 応 。

（ ６ － １ ） 殆 ど の 被 収 容 者 が 常 備 薬 を 服 用 し て い る と の 情 報 が あ り ま す 。

現 時 点 （ 例 え ば ２ ０ ２ ３ 年 末 ） に お け る 常 備 薬 の 種 類 毎 の 服 用 者 数 を お 教

え く だ さ い 。

（ 2 -6 -1  回 答 ）

・ 薬 の 種 類 ご と の 統 計 を と っ て い な い の で 回 答 で き な い 。 2 0 2 3 年 1 月 か

ら 1 2 月 ま で の 1 年 間 の 常 備 薬 の 投 与 の 総 数 は 62 15件 。

・ ア ム 質 問 ： 向 精 神 薬 と 普 通 の 内 科 な ど の 区 別 も な い か ？

・ 入 管 回 答 ： 統 計 を と っ て い な い 。

（ ７ ） 診 察 の 申 し 入 れ が あ り 、 検 査 で 異 常 が 出 て も 詐 病 と 判 断 す る こ と は

あ り ま す か 。 そ れ は ど の よ う な 場 合 で す か 。

（ 2 -7  回 答 ）

・ 検 査 で 異 常 が 出 て い る の を 詐 病 と 判 断 す る こ と は 全 く な い 。 医 師 の 診 察

の 結 果 が 出 れ ば 、 結 果 に つ い て 医 師 か ら 説 明 を し て も ら い 、 必 要 な ら 外 部

へ の 診 療 指 揮 を も ら う な ど 適 切 に 対 応 し て い る 。

（ ８ ） 「 規 則 」 第 ８ 条 に は 健 康 診 断 が 書 か れ て い ま す が 、 収 容 時 に 健 康 診

断 を 受 け た 被 収 容 者 は ２ ０ ２ ２ 年 度 ２ ０ ２ ３ 年 度 で ど の 程 度 い ま す か 。 収

容 後 に 健 康 診 断 を す る こ と は あ り ま す か 。 持 病 （ 高 血 圧 、 糖 尿 、 心 臓 病 な

ど ） を 持 っ て い る 方 は 何 人 い る か 把 握 し て い ま す か 。 し て い れ ば お 教 え く

だ さ い 。

（ 2 -8  回 答 ）

・ 入 管 で は 、 健 康 診 断 を 診 療 検 査 と し て 把 握 し て い る の で （ ６ ２ １ ５ 件 の

中 に 含 ま れ て い る ） 、 健 康 診 断 だ け を 抜 き 出 し た 統 計 は な い の で 回 答 で き

な い 。
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・ 健 康 診 断 の 対 象 者 は 、 数 日 中 に 出 国 す る こ と が 決 ま っ て い る 人 を 除 く 全

て の 新 規 入 所 者 で あ る 。 そ の ほ か 新 規 入 所 者 に は X線 検 査 、 血 液 検 査 、 心

電 図 検 査 が あ る 。

・ 収 容 か ら 3ヶ 月 経 過 ご と に 健 康 診 断 を 実 施 し て い る 。

・ 持 病 を 持 つ 方 が 何 人 と い う 統 計 は 取 っ て い な い 。 健 康 診 断 の 結 果 と 入 管

前 の 刑 務 所 や 拘 置 所 の 入 所 歴 が あ れ ば そ こ か ら の 引 き 継 ぎ 情 報 を 合 わ せ て

そ れ ら の 情 報 を も と に 対 応 し て い る 。

（ ９ ） 特 に 長 期 滞 在 者 の 場 合 、 拘 禁 症 （ 頭 痛 、 目 眩 、 吐 き 気 、 食 欲 不 振 、

鬱 症 状 、 不 眠 、 突 発 的 暴 言 、 幻 覚 妄 想 、 痙 攣 、 失 立 失 歩 ） な ど が 出 や す い

と 言 わ れ て い ま す 。 拘 禁 症 も し く は そ の 疑 い の あ る 方 を 把 握 し て い る で

し ょ う か 。 い る と す る と 何 人 ほ ど い ま す か 。 抗 う つ 剤 、 精 神 安 定 剤 を 常 用

し て い る 人 は 何 人 ほ ど い ま す か 。

（ 2 -9  回 答 ）

・ 拘 禁 症 と し て 把 握 し て い な い 、 統 計 を と っ て い な い 。

・ 書 か れ て い る 症 状 を 訴 え が あ れ ば そ れ ぞ れ の 症 状 に 対 し て 医 師 に 診 断 、

適 切 な 投 薬 、 外 部 診 療 の 指 示 を い た だ く 。

・ 向 精 神 薬 、 精 神 安 定 剤 を 処 方 さ れ て る 方 は い る が 、 統 計 は 取 っ て い な い

（ １ ０ ） 拘 禁 症 状 が 出 な い よ う な 対 策 を と っ て い ま す か 。 取 っ て い る と す

れ ば 、 ど の よ う な こ と で し ょ う か 。

（ 2 -1 0  回 答 ）

・ 保 安 上 ま た は 衛 生 上 の 支 障 が な け れ ば 、 で き る 限 り 自 由 を 与 え る と い う

原 則 の 下 、 処 遇 を 行 う こ と で 、 ス ト レ ス を 緩 和 す る と い う こ と に 心 が け て

い る 。

・ 被 収 容 者 か ら 各 症 状 の 訴 え が あ れ ば 、 そ れ に 対 し 庁 内 診 療 で 対 応 。

・ 臨 床 心 理 士 に よ る 心 理 カ ウ ン セ リ ン グ を 月 に ２ 回 実 施 い る の で 、 本 人 か

ら の 申 し 出 が あ り 、 医 師 か ら の 推 薦 、 職 員 か ら 悩 ん で い る よ う だ と か ス ト

レ ス を 感 じ て い る よ う だ と い う よ う な 推 薦 等 が あ れ ば 、 そ う い う 方 を 優 先

し て カ ウ ン セ リ ン グ を 受 け て も ら っ て い る 。

・ ア ム 質 問 ： 母 国 に お い て 強 烈 な 迫 害 や 拘 束 を 受 け て 何 と か 日 本 に 逃 れ て

き た 人 が こ う い う 収 容 所 に 来 た 場 合 、 精 神 科 の 先 生 方 が 、 こ の 人 を 仮 放 免

に し て 早 く ゆ っ た り と し た 環 境 の 下 で 生 活 さ せ る の が こ の 病 状 を 取 り 除 く

唯 一 の 方 法 だ と い う ア ド バ イ ス が 出 た 場 合 、 ど う な る ん で し ょ う か ？  

・ 入 管 回 答 ： 当 然 、 可 能 性 と し て は 、 仮 放 免 と い う よ う な 判 断 は あ る の か

と 思 う 。

・ ア ム 質 問 ： 専 門 の 医 師 の 専 門 的 な 判 断 は 重 視 す る 、 と い う 判 断 で 良 い か

・ 入 管 回 答 ： 観 察 が 必 要 な 体 調 不 良 者 は 幹 部 と も 共 有 す る と い う 体 制 に
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な っ て い る 。 そ の 人 に つ い て 仮 放 免 の 申 請 が あ れ ば 、 医 師 に も 確 認 す る し

収 容 を 継 続 す る こ と が 適 当 か ど う か 医 師 の 意 見 を 求 め も す る 。 ゆ え に 、 医

師 か ら 今 、 例 示 さ れ た よ う な ア ド バ イ ス が あ れ ば 基 本 的 に は そ れ を 踏 ま え

て 判 断 す る の で 、 当 然 、 対 応 さ れ る 可 能 性 は 十 分 あ る 。

（ １ １ ） 臨 床 心 理 士 （ カ ウ ン セ ラ ー ） は 「 現 状 」 で 、 月 二 回 来 て い る こ と

に な っ て い ま す 。 現 在 は ど う な っ て い ま す か 。 一 回 の 時 間 は ど れ ほ ど で

し ょ う か 。 利 用 状 況 に つ い て お 教 え く だ さ い 。

（ 2 -1 1  回 答 ）

・ コ ロ ナ 禍 に 一 時 的 に 中 断 し た 時 期 が あ る が 、 現 在 、 月 ２ 回 心 理 カ ウ ン セ

リ ン グ を 実 施 し て い る 。

・ 1 回 の カ ウ ン セ リ ン グ に お い て 2 な い し 3 時 間 を 確 保 し て い る 。

・ ア ム 質 問 ： 精 神 科 医 と は 別 の カ ウ ン セ ラ ー が い る の か ？

・ 入 管 回 答 ： 臨 床 心 理 士 と 契 約 し て い る 。

・ ア ム 質 問 ： 1 回 ２ な い し ３ 時 間 と は 、 カ ウ ン セ ラ ー １ 人 に つ き ２ 〜 ３ 時

間 担 当 し て い る の か 、 患 者 一 人 に つ き ２ 〜 ３ 時 間 診 て も ら え る の か ？

・ 入 管 回 答 ： 一 人 の 臨 床 心 理 士 が ２ 時 間 を 担 当 し 、 も う 一 人 の 臨 床 心 理 士

が 別 の 日 に ３ 時 間 を 担 当 し て い る 。 患 者 は 一 人 に つ き １ 時 間 弱 ぐ ら い の 時

間 を と っ て カ ウ ン セ リ ン グ す る 。 月 に ４ 〜 5人 を 診 て も ら う 。 対 象 者 が 多

い 時 は 、 月 当 た り そ れ よ り 下 回 る こ と が あ る 。

３ ． 被 収 容 者 の 処 遇 全 般 に つ い て の 質 問

（ １ ） 家 族 は 同 一 の 部 屋 に 収 容 さ れ て い ま す か 。 「 規 則 」 、 「 細 則 」 で は

男 女 別 々 、 ６ 才 未 満 の 子 に つ い て は 被 収 容 者 と 同 室 と あ り ま す が 、 ６ 才 以

上 の 場 合 は 同 性 で も 別 室 で す か ？

（ 3 -1  回 答 ）

・ 現 在 、 未 成 年 者 は い な い が 、 仮 に い た 場 合 、 原 則 と し て 未 成 年 者 は 同

室 に 収 容 す る こ と に し て い る 。

（ ２ ） 一 部 屋 の 広 さ 、 収 容 定 員 を 教 え て く だ さ い 。 現 在 。 一 部 屋 辺 り の 平

均 収 容 人 数 は 何 人 で す か 。

（ 3 -2  回 答 ）

・ 一 部 屋 の 広 さ は 写 真 で 見 せ た 通 り 。

・ 一 部 屋 の 収 容 定 員 は 共 同 室 で は ６ 人 。

・ 現 在 満 員 で は な い の で 、 一 室 あ た り １ 人 〜 ３ 人 で 運 用 し て い る 。
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（ ３ ） 収 容 さ れ て い る 部 屋 の 間 取 り を 簡 単 に 書 い て く だ さ い 。

（ 3 -3  回 答 ）

※ 後 述 の 「 収 容 所 配 置 関 係 」 の ５ ． 居 室 の 項 を 参 照 。

（ ４ ） 部 屋 か ら 出 る こ と の で き る 時 間 （ 開 放 処 遇 時 間 と 言 う 言 葉 が 「 現

状 」 で 見 ら れ て い ま す ） は 一 日 当 た り 何 時 間 で す か 。 何 時 か ら 何 時 ま で で

す か 。 解 錠 さ れ て い る 場 合 、 被 収 容 者 の 行 動 範 囲 は ど の 範 囲 に な り ま す か

（ 「 現 状 」 で は 「 ホ ー ル な ど 」 と な っ て い ま す が 、 運 動 場 、 食 堂 、 面 会 室

医 務 室 、 図 書 室 ， 浴 室 、 他 被 収 容 者 の 個 室 、 と く に 夫 婦 の 場 合 配 偶 者 の 居

室 な ど は 如 何 で す か ）

（ 3 -4  回 答 ）

・ 開 放 処 遇 時 間 は 休 日 、 土 日 祝 日 も 含 む 毎 日 実 施 。 1 日 あ た り ５ 時 間 。 時

間 は 午 前 中 が 9時 3 0分 か ら 1 1 時 3 0分 ま で の 2 時 間 、 午 後 が １ 時 3 0分 か ら

4 時 3 0分 ま で の 3 時 間 。

・ 収 容 施 設 は ４ 区 域 A ,B ,C ,D に 分 か た れ て い る 。 被 収 容 者 の 行 動 範 囲 は 、

同 一 収 容 区 域 内 。 ホ ー ル 、 シ ャ ワ ー 室 、 洗 濯 室 が そ れ ぞ れ の 区 域 に あ り 、

同 じ 区 域 内 の 他 の 被 収 容 者 の 部 屋 に も 出 入 り が 自 由 に で き る 。

・ た だ し 、 他 の 収 容 区 域 へ は 自 由 に 出 入 り で き な い 。 収 容 区 域 と は 、 保 安

上 の 支 障 や 男 女 別 で き っ ち り 分 け て 決 定 し て い る 。

・ 夫 婦 は 別 の 区 域 な の で 自 由 に 交 流 は で き な い が 、 過 去 に は 申 出 を 受 け て

夫 婦 面 会 を 許 可 し た 事 例 は あ る 。

・ ア ム 質 問 ： 区 域 は A 、 B 、 C 、 D の ４ つ あ る が 、 そ の 間 の 移 動 は で き る

か ？

・ 入 管 回 答 ： A の 区 域 の 人 は A の 中 は 自 由 に 動 け る が 、 B 、 C 、 D の 区 域 に

は 移 動 で き な い 。

・ ア ム 質 問 ： 神 戸 支 局 は 運 動 が 9時 か ら 1 2 時 、 入 浴 1 3 時 か ら 16時 と 書 い

て い た が 、 こ こ と は 違 う の か ？

・ 入 管 回 答 ： こ こ と は 違 う 。

（ ５ ） 風 呂 、 も し く は シ ャ ワ ー は 週 何 回 で す か 。 利 用 時 間 は 何 分 で す か 。

「 現 状 」 で は 、 入 浴 回 数 、 髪 型 の 制 限 無 し 、 開 放 処 遇 時 間 帯 に １ 人 用 の

シ ャ ワ ー 室 を 自 由 に 使 用 で き る 、 と あ り ま す が 、 現 在 は ど う で す か 。 利 用

状 況 は ど の 程 度 で し ょ う か 。

（ 3 -5  回 答 ）

・ 毎 日 5時 間 の 開 放 処 遇 時 間 中 に 、 自 由 に 1 人 用 の シ ャ ワ ー 、 個 室 の シ ャ

ワ ー を 利 用 す る こ と が で き る 。
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（ ６ ） 運 動 場 は あ り ま す か 。 あ る と す れ ば ど の よ う な も の で す か 。 一 日 の

運 動 時 間 は い か ほ ど で す か 。

（ 3 -6  回 答 ）

・ 運 動 場 は あ る 。 ９ 階 に 2ヶ 所 あ り 、 一 カ 所 は 区 域 A 、 B が 利 用 。 他 方 は 区

域 C 、 D が 利 用 。 開 放 処 遇 時 間 に 毎 日 交 代 で 2 時 間 な い し 3 時 間 出 入 り 可 能

例 え ば A区 域 の 人 が 午 前 ２ 時 間 利 用 で B区 域 の 人 が 午 後 ３ 時 間 利 用 し 、 こ

れ を 交 代 で 行 っ て い る 。 た だ 、 雨 天 等 に よ り 開 放 し な い 場 合 も 稀 に あ る 。

・ 運 動 場 で は バ ド ミ ン ト ン な ど が で き る 。 バ レ ー ボ ー ル 、 ソ フ ト バ レ ー

ボ ー ル 、 リ フ テ ィ ン グ ボ ー ル 、 ウ ォ ー タ ー ダ ン ベ ル が 希 望 に よ り 貸 与 。

（ ７ ） 本 や 新 聞 は 自 由 に 読 め ま す か 。 「 法 」 ５ ５ 条 の ７ 第 二 項 に は 、 被 収

容 者 が 書 籍 等 を 閲 覧 す る こ と に よ り 、 入 国 者 収 容 所 等 の 規 律 及 び 秩 序 を 害

す る 結 果 を 生 ず る お そ れ が あ る と き に は 、 そ の 閲 覧 を 禁 止 す る こ と が で き

る 、 と あ り ま す が 、 こ れ に 該 当 し た た め 、 閲 覧 を 禁 止 し た 事 例 が あ れ ば 教

え て く だ さ い 。

（ 3 -7  回 答 ）

・ 入 管 備 え 付 け の い く つ か の 本 と 被 収 容 者 が 所 有 す る 本 や 新 聞 は 自 由 に 読

め る 。 英 字 新 聞 も 一 般 の 新 聞 も 定 期 購 読 や 閲 覧 は 許 し て い な い 。

・ ほ と ん ど 自 由 に 見 て も ら っ て い る 。 し か し 、 本 の 内 容 が 保 安 上 、 支 障 が

あ る 、 も し く は 収 容 所 内 の 規 律 、 秩 序 を 乱 す 恐 れ が あ る と い う よ う な も の

が あ れ ば 閲 覧 を 禁 止 す る こ と も 可 能 性 と し て は あ る 。  た だ 統 計 等 は 取 っ

て な い の で 何 件 と い う こ と は 答 え ら れ な い 。

（ ８ ） 居 室 に は テ レ ビ は あ り ま す か 。

（ 3 -8  回 答 ）

・ 一 部 を 除 き 居 室 に テ レ ビ が 設 置 さ れ て い る 。  

（ ９ ） 外 部 と の 電 話 通 信 は 、 開 放 時 間 帯 は 自 由 と の こ と で す 。 こ れ は 固 定

電 話 の こ と と 思 え ま す が 、 ど こ に 置 い て あ る の で し ょ う か 。

（ 3 -9  回 答 ）

・ 公 衆 電 話 は 各 区 域 の ホ ー ル に そ れ ぞ れ 3台 ず つ 設 置 し て い る 。

（ １ ０ ） 「 回 答 」 で は 閉 鎖 処 遇 中 に 居 室 内 で 電 話 を 許 可 し て い る 、 と の こ

と で す が 、 具 体 的 に は ど の よ う に 行 わ れ て い る の で す か 。 実 施 時 間 は 十 分

幅 を 持 た せ て い る 、 と あ り ま す が 、 何 分 程 度 で す か ？
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（ 3 -1 0  回 答 ）

・ 閉 鎖 処 遇 中 は 、 公 衆 電 話 の 使 用 を 1 8 時 か ら 2 1 時 ま で の 間 に 実 施 。 各 区

域 に ３ 台 の 回 線 な の で 、 １ 部 屋 に つ き 50分 ず つ 公 衆 電 話 の 子 機 を 居 室 に

貸 与 し て 使 用 し て も ら っ て い る 。

・ ア ム 質 問 ： 携 帯 も ス マ ホ も 使 え な い の か ？

・ 入 管 回 答 ： 使 え な い 。

・ ア ム 質 問 ： L INE な ど 海 外 と 無 料 通 信 も 使 え な い こ と に な る が 、 そ れ は

大 阪 入 管 だ け で な く 全 国 で 同 じ 処 遇 か ？

・ 入 管 回 答 ： 自 分 の 知 る 限 り 、 携 帯 は ど こ の 施 設 も 利 用 さ せ て い な い 。

・ ア ム 質 問 ： 固 定 電 話 の 利 用 は 個 人 負 担 か ？

・ 入 管 回 答 ： 個 人 負 担 で あ る 。

（ １ １ ） 「 細 則 」 に は 被 収 容 者 電 話 記 録 書 な る 書 式 が あ っ て 通 話 内 容 を 記

載 す る よ う に な っ て い ま す が 、 こ れ は 全 て の 通 話 に 対 し て 行 っ て い る の で

す か 。 全 て で な い と す る と 、 ど の よ う な 場 合 に 行 っ て い る の で し ょ う か 。

（ 3 -1 1  回 答 ）

・ 基 本 的 に 被 収 容 者 の 費 用 負 担 で 使 用 す る 公 衆 電 話 は 職 員 が 通 話 内 容 を 確

認 し た り 記 録 を し た り は し な い 。

・ 自 費 で 電 話 で き な い 、 あ る い は 医 療 時 間 な ど 庁 内 の 電 話 で 官 費 で 通 話 す

る 場 合 は 職 員 が 立 ち 会 っ た 上 で 通 話 内 容 を 記 録 し 局 長 に 報 告 す る 、 と 細 則

で 決 め ら れ て い る 。

・ ア ム 質 問 ： お 金 が な く て 電 話 で き な い 方 は お ら れ る か ？

・ 入 管 回 答 ： 稀 に い る 。 帰 国 準 備 や 金 銭 依 頼 、 荷 物 の 依 頼 、 パ ス ポ ー ト の

依 頼 な ど の た め に 担 当 者 立 ち 合 い の も と 官 庁 の 電 話 を 使 用 す る こ と が あ る

・ ア ム 質 問 ： こ ち ら か ら は 電 話 で き る が 、 外 か ら の 電 話 を 受 け る こ と が で

き な い と い う こ と か ？

・ 入 管 回 答 ： 外 か ら の 電 話 は 受 け る こ と が で き な い 。

（ １ ２ ） 「 回 答 」 で は 「 現 在 ， 当 局 収 容 場 は 各 収 容 区 域 ホ ー ル 内 の 自 動 販

売 機 横 に  3  台 の 電 話 を 設 置 し て い る 。 施 設 構 造  上 ， そ れ ぞ れ の 電 話 に 距

離 を と る こ と は 困 難 で あ る が ， 衝 立 等 の 設 置 に 関 し て は ， 被 収 容 者 の 利 用

実 態 を 踏 ま え ， 予 算 及 び  保 安 面 を 考 慮 の 上 ， 可 否 に つ い て 積 極 的 に 検 討

す る 。 近 く 視 察 委 員 会 へ 報 告 す る 予 定 な の で 、 今 日 時 点 で は 説 明 を 控 え た

い 」 と な っ て い ま す 。 そ の 後 の 経 緯 に つ い て お 教 え く だ さ い 。

　

（ 3 -1 2  回 答 ）

・ 平 成 3 0 年 （ 2 0 1 8 年 ） の 見 学 の 時 よ り 、 ホ ー ル の 中 で 電 話 の 間 隔 を 広 げ

て ３ 台 設 置 し 直 し て い る 。
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（ １ ３ ） ス マ ホ な ど の 携 帯 は 許 さ れ て い ま す か 。

（ 3 -1 3  回 答 ）

・ ス マ ホ の 使 用 は 認 め て い な い 。 パ ソ コ ン の 使 用 も 認 め て い な い 。

（ １ ４ ） 面 会 時 間 、 面 会 者 に 制 限 は あ り ま す か 。 「 現 状 」 で は 、 弁 護 士 と

は 入 国 警 備 官 の 立 ち 会 い 無 し に 面 会 可 能 、 家 族 、 友 人 、 外 部 の 者 と の 面 会

回 数 に 制 限 は な い と の こ と で す 。 今 ま で に 保 安 上 、 ま た は 衛 生 上 支 障 が

あ っ て 面 会 を 不 許 可 と し た こ と が あ る で し ょ う か 。 あ れ ば ど の よ う な 場 合

だ っ た か お 教 え く だ さ い 。 そ の 時 に 不 許 可 の 理 由 は 面 会 者 、 被 収 容 者 に 伝

え ら れ ま し た か 。

（ 3 -1 4  回 答 ）

・ 一 般 の 面 会 は 原 則 と し て 3 0分 の 時 間 制 限 を 設 け て い る 。 た だ し 、 大 使

館 ・ 領 事 館 の 職 員 や 弁 護 士 は 面 会 時 間 の 制 限 は な い 。

・ 同 じ 面 会 者 が 同 じ 被 収 容 者 と 面 会 す る の は 1 日 に つ き 1 回 ま で 。

・ 面 会 不 許 可 は 2 0 2 2 年 と 2 0 2 3 年 に 1件 ず つ あ っ た 。 ど ち ら も 不 許 可 の 理

由 を 面 会 者 と 被 収 容 者 の 双 方 に 説 明 し た 。

・ ア ム 質 問 ： 法 律 が 変 わ っ て 弁 護 士 の 面 会 に 時 間 制 限 が 生 じ た の で は ？

・ 入 管 回 答 ： 法 は 変 わ っ た が 現 在 制 限 を か け て い な い 。 も し 弁 護 士 の 面 会

が 重 な っ た 場 合 、 時 間 制 限 も あ り う る 。

（ １ ５ ） 居 室 に は エ ア コ ン は あ り ま す か 。 部 屋 の 温 度 は 何 度 以 下 、 何 度 以

上 に 保 た れ て い ま す か 。 温 度 管 理 は 非 収 容 者 が で き る の で し ょ う か 。

（ 3 -15  回 答 ）

・ 構 造 上 、 被 収 容 者 が 直 接 、 温 度 調 節 は で き な い 。  た だ 、 見 張 り 室 で 職

員 が 風 量 調 節 す る こ と は 可 能 。 原 則 、 冷 房 時 は 室 温 2 8度 、 暖 房 時 は 室 温

19度 の 運 用 。

（ １ ６ ） 「 規 則 」 に は 一 人 当 た り の エ ネ ル ギ ー は 2 2 0 0 k ca l～

3 0 0 0 k cq a lと あ り ま す 。 食 事 は 一 日 当 た り 何 キ ロ カ ロ リ ー で し ょ う か 。

（ 3 -16  回 答 ）

・ 実 際 の 大 阪 入 管 と 業 者 の 契 約 上 は 、 1 日 1 人 3食 当 た り 総 エ ネ ル ギ ー 量

250 0  k c a l  以 上 3 0 0 0  k ca l。

（ １ ７ ） 食 費 は 一 人 当 た り い か ほ ど で し ょ う か 。
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（ 3 -17  回 答 ）

・ 食 事 費 用 と 配 送 費 込 み で 、 朝 食 94 0円 。 昼 と 夕 食 1 1 2 0円 。

・ 宗 教 上 ま た は 健 康 上 の 理 由 の た め 特 別 に 禁 忌 食 材 を 使 用 し な い る 特 別

食 は 、 朝 食 1 060円 。 昼 食 夜 食 1 2 4 0円 。  

（ １ ８ ） 「 規 則 」 に は 所 長 な ど は 検 食 し な け れ ば な ら な い 、 と あ り ま す が

ど の よ う に さ れ て い る の で し ょ う か 。

（ 3 -1 8  回 答 ）

・ 基 本 的 に 大 阪 局 長 が 指 定 す る 、 例 え ば 処 遇 担 当 の 首 席 入 国 警 備 官 や 会

計 課 の 職 員 な ど が 、 被 収 容 者 の 毎 食 の 検 食 を し て い る 。 そ の 際 、 対 象 物 の

に お い や 火 の 通 り 具 合 を 確 認 し て い る 。  

（ １ ９ ） 「 規 則 」 に は 生 活 様 式 の 尊 重 が 記 さ れ て い ま す 。 イ ス ラ ム 教 、 ユ

ダ ヤ 教 、 ヒ ン ド ゥ ー 教 の 方 で は 宗 教 上 、 食 べ て は い け な い も の が あ り ま す

が 、 そ の よ う な 配 慮 は さ れ て い ま す か 。 ハ ラ ル 食 、 ラ マ ダ ン へ の 対 応 な ど

に つ い て お 教 え く だ さ い 。

（ 3 -19  回 答 ）

・ 普 通 食 の 他 に 特 別 職 も 用 意 し て 提 供 し て い る 。 特 別 職 は 、 牛 ま た は 豚

抜 き 、 魚 介 類 抜 き 、 減 塩 な ど 。

・ ハ ラ ル 食 に つ い て は 画 一 的 な 定 義 が な い こ と に 加 え 、 給 食 業 者 側 の 対

応 も 困 難 な の で 、 現 時 点 で は ハ ラ ル 食 は 提 供 は で き て い な い 。

・ ラ マ ダ ン の 希 望 者 に 対 し て は 、 給 食 支 給 の 時 間 帯 を 変 え る な ど で 対 応

（ ２ ０ ） 人 に よ っ て は 食 物 ア レ ル ギ ー の 方 が い ま す が 、 そ の 場 合 の 配 慮 は

さ れ て い ま す か 。

（ 3 -2 0  回 答 ）

・ 申 し 出 れ ば 特 別 食 を 用 意 し て い る 。

（ ２ １ ） ２ ０ １ ８ 年 の 参 観 時 、 一 週 間 分 の 食 事 の 写 真 を 提 供 す る こ と は 可

能 と 言 う こ と だ っ た の で 提 供 し て い た だ き た い ， と 思 い ま す 。

（ 3 -2 1  回 答 ）

・ 事 前 に 山 田 氏 が 開 示 請 求 。 現 物 写 真 を 送 付 済 み 。  

（ ２ ２ ） 実 費 を 払 う の で 参 観 者 が 食 事 を で き る よ う ， お 願 い し ま す 。
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（ 3 -2 2  回 答 ）

・ 事 前 に 不 可 の 回 答

（ ２ ３ ） 「 現 状 」 で は 、 被 収 容 者 が 物 品 を 購 入 す る の は ほ ぼ 自 由 と の こ と

で し た が 、 面 会 者 が 被 収 容 者 と 面 会 す る 場 合 、 物 品 、 食 品 な ど の 差 し 入 れ

で は 保 安 上 、 衛 生 上 の 制 限 が あ る や に 窺 わ れ ま す 。 保 安 上 、 衛 生 上 、 ど の

よ う な 問 題 が あ る と 考 え ら れ ま す か 。 検 査 で 保 安 上 、 衛 生 上 の 問 題 は ク リ

ア で き ま せ ん か 。

（ 3 -2 3  回 答 ）

・ 現 在 、 飲 食 物 の 差 し 入 れ は 認 め て い な い 。

・ 使 っ た り 食 べ た り 飲 ん だ り で き な い も の を 隠 し て 持 ち 込 ま せ よ う と す る

事 例 が 過 去 に 他 の 場 所 で あ っ た 。 検 査 だ け で は こ の 問 題 を ク リ ア す る こ と

が で き な い 。

・ か わ り に 、 物 品 の 購 入 は 自 由 な の で 飲 食 物 は 自 費 で 購 入 し て も ら え る 。

（ ２ ４ ） ２ ０ １ ９ 年 ～ ２ ０ ２ ３ 年 の 各 年 毎 の 自 傷 行 為 の 件 数 を お 教 え く だ

さ い 。

（ 3 -2 4  回 答 ）

・ 統 計 を と っ て お ら ず 回 答 困 難 。

（ ２ ５ ） 被 収 容 者 が 三 日 以 上 拒 食 し た 件 数 と 拒 食 期 間 を お 教 え く だ さ い 。

（ 3 -25  回 答 ）

・ 統 計 を と っ て お ら ず 回 答 困 難 。

（ ２ ６ ） 「 現 状 」 で は ２ ０ １ ８ 年 ６ 月 衛 生 面 や 食 事 に 関 す る 苦 情 か ら 集 団

で 居 室 に た て こ も る 事 案 が 発 生 し た 、 書 か れ て い ま す が 、 衛 生 面 や 食 事 面

で は そ の 後 改 善 が あ り ま し た か 。

（ 3 -26  回 答 ）

・ 衛 生 面 、 食 事 面 で 2 0 1 8 年 以 降 、 コ ロ ナ の せ い も あ る か も し れ な い が 、

同 じ よ う な 事 案 は 起 き て い な い

・ 衛 生 面 、 食 事 面 に つ い て 被 収 容 者 か ら 出 た 要 望 に つ い て は 、 普 段 か ら 契

約 業 者 と の 意 見 交 換 を 行 っ て い る 関 係 の 担 当 者 に も 伝 え て 、 そ の 場 で 被 収

容 者 の 要 望 に つ い て 業 者 側 に 申 し 入 れ を し て い る 。 業 者 側 に も 可 能 な 限 り

要 望 を 取 り 入 れ て も ら っ て い る 。

（ ２ ７ ） 改 正 「 法 」 が ６ 月 １ ０ 日 よ り 施 行 に な り ま し た が 、 被 収 容 者 の 処
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遇 で 変 化 し た と こ ろ は あ る で し ょ う か 。 あ れ ば 記 し て く だ さ い 。

（ 3 -27  回 答 ）

・ 処 遇 の 内 容 を 変 更 す る 目 的 で の 法 改 正 で は な か っ た の で 、 基 本 的 に は こ

れ ま で と 同 じ 処 遇 を 行 っ て い る 。

・ た だ 、 従 来 は 規 則 で あ っ た も の が 法 律 と な っ た の で 、 「 刑 事 収 容 施 設 お

よ び 被 収 容 者 の 処 遇 に 関 す る 法 律 」 と い う 法 律 と の 整 合 性 を 保 つ た め に ２

点 で 変 更 あ り 。

・ １ 、 被 収 容 者 が 居 室 で 、 自 分 で 保 管 す る 「 保 管 物 品 」 と ス マ ホ や パ ソ コ

ン な ど 居 室 で 持 て な い 「 領 置 物 品 」 （ 入 管 預 か り に な る 物 品 ） の 総 量 規 制

が で き た 。 し か し 十 分 な 大 き さ の 総 量 な の で 、 実 質 的 に 変 更 に は 当 た っ て

い な い 。

・ ２ 、 不 服 の 申 し 立 て の 種 類 や 申 立 先 が 大 幅 に 増 え た

・ 他 に 、 弁 護 士 の 面 会 の 時 間 の 規 制 が 可 能 に な っ た

・ 3ヶ 月 ご と の 健 康 診 断 を 実 施

・ 全 体 と し て 、 6月 1 0 日 を 境 に 大 き く 変 化 し た 点 は 他 に あ ま り な い 。

４ ． 大 阪 出 入 国 在 留 管 理 局 に お け る 被 収 容 者 の 隔 離 、 拘 禁 ， 制 圧

行 動 に つ い て の 質 問

（ １ ） 「 規 則 」 第 １ ８ 条 に 基 づ く 隔 離 処 分 は 以 下 の 場 合 行 わ れ る こ と に

な っ て い ま す 。

　 １ 号 １ 項 　 逃 走 、 暴 行 、 器 物 損 壊 そ の 他 法 令 に 触 れ る 行 為

　 １ 号 ２ 項 　 職 員 の 職 務 執 行 に 反 抗 し 、 ま た は こ れ を 妨 害 し た 。

　 １ 号 ３ 項 　 自 殺 、 ま た は 自 損

　

２ ０ ２ ３ 年 に お け る 隔 離 件 数 を お 教 え く だ さ い 。

隔 離 日 数 を お 教 え く だ さ い 。

（ 4 -1  回 答 ）

４ （ １ − １ ） 2 0 2 3 年 隔 離 件 数

施 設 １ ８ 号 １ 項 １ ８ 号 ２ 項 １ ８ 号 ３ 項 隔 離 件 数 合 計

大 阪 1 2 8 5 2 1

※  隔 離 事 由 別 件 数 が 重 複 の 場 合 が あ る た め 合 計 隔 離 件 数 と 一 致 し な い こ と あ り 。
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４ （ １ − ２ ） 2 0 2 3 年 隔 離 日 数

施 設
１ 日

未 満

１ 日 以 上

２ 日 未 満

２ 日 以 上

３ 日 未 満

３ 日 以 上

４ 日 未 満

４ 日 以 上

５ 日 未 満

５ 日 以 上

1 0 日 未 満
1 0 日 以 上

大 阪 0 0 1 7 3 1 0 0

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  （ 単 位 ： 件 ）

（ ２ ） 「 規 則 」 第 １ ９ 条 に 基 づ く 戒 具 の 使 用 は 以 下 の 場 合 、 行 う こ と が 出

来 る と あ り ま す 。

　 １ 号 １ 項 　 逃 亡 の 恐 れ が あ り 、 防 止 方 法 が な い 。

　 １ 号 ２ 項 　 事 故 ま た は 他 人 に 危 害 を 加 え 、 防 止 方 法 が な い 。

　 １ 号 ３ 項 　 収 容 所 な ど の 設 備 、 器 具 そ の 他 の も の を 損 壊

　 ２ ０ ２ ３ 年 に お け る そ れ ぞ れ の 件 数 を お 教 え く だ さ い 。

（ 4 -2  回 答 ）

４ （ ２ ） 2 0 2 3 年  第 19条 戒 具 使 用 件 数

施 設 １ 号 １ 項 １ 号 ２ 項 １ 号 ３ 項 戒 具 使 用 合 計

大 阪 0 4 0 4

　

（ ３ ） 戒 具 の 使 用 は 必 要 最 小 限 度 の 範 囲 で あ る こ と を 所 長 は 確 認 し て い ま

す か 。

（ 4 -3  回 答 ）

・ 戒 具 の 使 用 は 必 要 最 小 限 の 範 囲 で あ る 。 そ れ を 所 長 、 局 長 が 確 認 し て い

る 。 捕 縄 お よ び 手 錠 は 局 長 の 指 示 を 受 け て 使 用 す る が 、 時 間 が な い と き は

入 国 警 備 官 の 判 断 で 使 用 後 に 報 告 す る こ と と さ れ て お り 、 常 に 必 要 な 報 告

を 求 め る こ と を 全 て 局 長 が 確 認 し て い る 。

（ ４ ） 外 部 医 療 機 関 護 送 時 に 戒 具 （ 手 錠 、 腰 縄 ） を 使 用 し た 件 数 は 何 件 で

す か 。 そ の う ち 、 医 師 に よ る 診 察 時 に も 戒 具 を 使 用 し た 件 数 は 何 件 で す か

２ ０ １ ８ 年 で の 回 答 で は ， 「 使 用 し な い こ と も あ り 得 る 」 と あ り ま す が 、

こ の 回 答 か ら は 殆 ど の 場 合 （ ９ ９ ％ 以 上 ） 、 戒 具 を 使 用 し て い る と 読 み 取

れ ま す が 、 こ の 認 識 で 正 し い で し ょ う か 。

（ 4 -4  回 答 ）

・ 統 計 を 取 っ て い な い の で 回 答 は 困 難

・ 庁 舎 外 へ の 連 行 時 に は 原 則 と し て 捕 縄 お よ び 手 錠 を 使 用 し て い る

・ 診 察 や 検 査 時 に 医 師 か ら 要 請 が あ れ ば 適 宜 解 除 し て い る

（ ５ ） 外 部 医 療 機 関 護 送 時 に 戒 具 を 人 の 目 に つ か な い よ う な 措 置 を 採 ら れ

て い ま す か 。
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（ 4 -5  回 答 ）

・ 統 計 を 取 っ て い な い の で 回 答 は 困 難

・ 外 部 連 行 用 の 上 着 を 着 用 さ せ 、 主 な 部 位 が 上 着 の 内 部 に 隠 れ る よ う な 措

置 を し て い る 。

（ ６ ） 戒 具 を 装 着 し た 被 収 容 者 の 診 察 を 医 師 が 拒 否 し た こ と は あ り ま す か

（ 4 -6  回 答 ）

・ 連 行 前 に 捕 縄 や 手 錠 を 使 用 し て 連 行 す る こ と を あ ら か じ め 医 師 に 伝 え て

い る 。

・ 受 診 時 に 医 師 の 指 示 に 従 っ て 捕 縄 や 手 錠 の 使 用 や 解 除 は 行 っ て い る 。

（ ７ ） 外 部 医 療 機 関 護 送 時 に 戒 具 を 使 用 さ れ る こ と に 対 し て 被 収 容 者 か ら

の 苦 情 は あ り ま す か 。 そ の 苦 情 に 対 し て は ど の よ う な 措 置 を 採 り ま し た か

（ 4 -7  回 答 ）

・ 捕 縄 や 手 錠 を 使 用 す る こ と を 好 ま な い 被 収 容 者 の 方 が い る 。 必 要 性 や 配

慮 し て い る 点 を 説 明 し て 根 気 よ く 説 明 し て 対 応 し て い る 。

（ ８ ） 戒 具 （ 金 属 手 錠 、 捕 縄 ） の 現 物 を 見 せ て い た だ け ま せ ん か 。

（ 4 -8  回 答 ）

・ 会 場 の 机 上 に 現 物 を 並 べ て 提 示 。

・ 左 か ら 、 第 １ 種 手 錠 、 第 ２ 種 手 錠 、 第 １ 種 捕 縄 、 第 ２ 種 捕 縄 。

・ 第 １ 種 手 錠 は 護 送 時 に 使 用 、 あ る い は 入 国 警 備 官 が 職 務 の 時 に 持 つ 。 第

２ 種 手 錠 は 昔 、 革 製 だ っ た が 廃 止 さ れ こ れ に な っ た 。 巾 が ５ セ ン チ ほ ど あ

り 、 内 側 が 布 製 に な っ て い て 腕 の 内 側 を 開 け る こ と が で き る 。 第 １ 種 捕 縄

は 昔 か ら あ る 単 な る 縄 。 第 ２ 種 捕 縄 は 連 行 の 際 に 腰 縄 に す る た め の 捕 縄 。

青 い 線 が 見 え 、 中 に ワ イ ヤ ー が 入 っ て い る 。

・ ア ム 追 記 ： 当 日 の 当 初 に 会 議 室 内 は 写 真 を 撮 影 す る こ と を 入 管 が 許 可 し

た た め 、 ア ム ネ ス テ ィ メ ン バ ー が 机 上 に 並 べ ら れ た 手 錠 と 捕 縄 の 写 真 を 撮

影 し た が 、 入 管 が こ れ を 制 止 し た た め 、 メ ン バ ー が 「 な ら ば 消 し ま す 」 と

伝 え た 。 以 下 は 、 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 施 行 規 則 の 別 図 に 出 て い た 拘

束 具 の 図 で あ る 。
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（ ９ ） 制 圧 行 動 は 過 去 ５ 年 間 で 何 回 行 わ れ て い ま す か 。

　 年 ２ ０ １ ９ ２ ０ ２ ０ ２ ０ ２ １ ２ ０ ２ ２ ２ ０ ２ ３

回 数

（ 4 -9  回 答 ）

・ 統 計 を 取 っ て お ら ず 回 答 は 困 難 。

（ １ ０ ） デ ニ ス さ ん が 過 剰 な 制 圧 を 受 け た 件 で 裁 判 所 は 一 部 過 剰 制 圧 が

あ っ た こ と を 認 め て い ま す が 、 そ の 後 、 制 圧 に つ い て 方 法 を 変 え た と い う

よ う な こ と は あ り ま す か 。

（ 4 -1 0  回 答 ）

・ 有 形 力 の 行 使 に つ い て は 合 理 的 に 必 要 と 判 断 さ れ る 限 度 で の み 許 容 さ れ

る も の で あ り 、 各 種 研 修 や 訓 練 の 機 会 を 通 じ て 、 抵 抗 の 度 合 い に 応 じ て 必

要 最 小 限 度 に と ど め る と い う こ と を 徹 底 し て 職 員 に 教 育 し て い る 。

・ ア ム 質 問 ： 合 理 的 と 判 断 し た 場 合 の み と い う の は 裁 判 所 が 過 剰 制 圧 だ と

認 定 す る 前 か ら あ っ た の で は ？ そ の 後 に 変 化 が あ っ た か 知 り た い

・ 入 管 回 答 ： 合 理 的 と 判 断 し た 場 合 の み と い う 言 葉 は 認 定 前 か ら あ っ た

（ 文 章 的 に は 変 化 は な い ） 。 し か し 裁 判 所 か ら 認 定 ・ 指 摘 を 受 け て 、 訓 練

や 研 修 に お い て 厳 し く そ の 点 は 指 導 さ れ て い る 。

５ ． 大 阪 出 入 国 在 留 管 理 局 に お け る 苦 情 処 置 に つ い て の 質 問

（ １ ） 「 規 則 」 、 「 細 則 」 で は 、 被 収 容 者 の 意 見 聴 取 を す る こ と に な っ て

い ま す 。 ２ ０ ２ ２ 年 、 ２ ０ ２ ３ 年 の 聴 取 回 数 を お 教 え く だ さ い 。

（ 5-1  回 答 ）

・ 意 見 聴 取 の 回 数 は 、 2 0 2 2 年 は 55件 、 2 0 2 3 年 は 572件 。
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（ ２ ） ２ ０ ２ ２ 年 、 ２ ０ ２ ３ 年 に お け る 被 収 容 者 の 処 遇 に 関 す る 申 し 出 や

請 求 の 件 数 を お 教 え く だ さ い 。

（ 5-2  回 答 ）

５ （ ２ ） 被 収 容 者 の 処 遇 に 関 す る 申 出 や 請 求 の 件 数

年 2 0 2 2 2 0 2 3

総 　 件 　 数 292 4 4549

　 　 内 、 事 件 関 係 65 89

　 　 内 、 処 遇 関 係 1 0 2 0 172 0

　 内 、 そ の 他 1 8 39 2758

（ ３ ） 内 容 別 件 数 を お 教 え く だ さ い 。

　 　 　 　 事 件 関 係 （ 違 反 調 査 お よ び 審 査 、 仮 放 免 担 当 者 と の 面 接 ）

　 　 　 　 処 遇 関 係 （ 物 品 供 与 、 貸 与 品 の 交 換 、 食 事 ， 個 室 解 錠 時 間 ）

　 　 　 　 医 療 関 係 （ 申 請 不 許 可 、 申 請 か ら 受 診 ま で の 時 間 な ど ）

　 　 　 　 帰 国 手 続 き 関 係 （ 航 空 チ ケ ッ ト 購 入 な ど ）

　 　 　 　 時 間 外 電 話

　 　 　 　 荷 物 整 理

　 　 　 　 そ の 他

（ 5-3  回 答 ） 　

・ （ 5-2  回 答 ） に 記 載 。

（ ４ ） 被 収 容 者 か ら 収 容 に 関 す る （ 食 事 、 面 会 、 医 療 処 置 、 職 員 の 対 応 、

拘 束 具 な ど ） に つ い て の 不 服 の 申 立 件 数 と そ の 内 容 に つ い て お 教 え く だ さ

い 。 そ れ ら に つ い て 対 応 し た も の が あ れ ば 、 そ の 内 容 を お 教 え く だ さ い 。

（ 5-4  回 答 ）

・ 規 則 第 4 1条 に 基 づ く 不 服 の 申 立 件 数 は 2 0 2 2 年 は 1 3軒 、 2 0 2 3 年 は 6件

・ 申 立 内 容 は 個 別 事 案 な の で 答 え な い 。 例 と し て 職 員 の 対 応 を 不 服 と す る

も の な ど が あ っ た 。
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６ ． 大 阪 出 入 国 在 留 管 理 局 に お け る 難 民 申 請 に つ い て 質 問

現 在 の 難 民 認 定 申 請 者 お よ び 認 定 な ど

　

（ 6  回 答 ）

６ 　 難 民 認 定 申 請 数 ・ 認 定 者 数 な ど （ 大 阪 ）

年 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

難 民 認 定 申 請 者 1 86 78 4 2 72 2 1 8

難 民 一 次 認 定 者 1 1 0 4 5 5

補 完 的 保 護 対 象

者 と な っ た 者 - - - - 1

異 議 申 し 立 て を

し た 者 1 1 4 8 3 90 68 8 1

異 議 申 し 立 て

認 定 1 0 1 0 1

異 議 申 し 立 て

補 完 的 保 護 - - - - 0

異 議 申 し 立 て

棄 却 92 97 91 8 0 3 2

関 空 支 局 に お け

る 一 次 庇 護 上 陸

許 可 申 請 者 1 1 1 0 1 1 0

　 う ち 、 許 可 者 0 0 0 1 9

関 空 平 均 収 容

日 数 1 . 1 日 1 . 0 日 1 . 0 日 1 . 0 日 1 . 0 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

・ 全 国 の 入 管 の 上 位 数 カ 国 や 男 女 別 の 数 値 は あ る の で 、 本 日 、 資 料 と し て

渡 す 。

・ 資 料 は 置 い て あ っ た が 、 持 ち 出 し て こ な か っ た 。 残 念 ！

７ ． 人 権 教 育 に つ い て 質 問

　 「 出 入 国 在 留 管 理 庁 職 員 の 使 命 と 心 得 」 に は 「 人 権 を 大 切 に す る こ と は

全 て の こ と の 大 前 提 で あ り 、 そ の 前 提 の 上 に 、 法 令 と 正 確 な 事 実 認 定 に 基

づ い て 、 何 ら の 先 入 観 を 持 つ こ と な く 、 冷 静 に 業 務 を 行 う こ と が 、 行 政 官

と し て 必 要 で す 」 と あ り ま す 。 ま た 「 法 」 第 五 十 五 条 の 十 六 に は 入 国 者 収

容 所 等 に 勤 務 す る 入 国 警 備 官 に は 、 被 収 容 者 の 人 権 に 関 す る 理 解 を 深 め さ

せ 、 並 び に 被 収 容 者 の 処 遇 を 適 正 か つ 効 果 的 に 行 う た め に 必 要 な 知 識 及 び

技 能 を 習 得 さ せ 、 及 び 向 上 さ せ る た め に 必 要 な 研 修 及 び 訓 練 を 行 う も の と
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す る 、 と あ り ま す 。

（ 1 ） 研 修 お よ び 訓 練 に つ い て 以 下 の 項 目 に つ い て お 教 え く だ さ い 。

（ ２ － １ ） 内 容 、 も し く は 項 目 。

　 　 　 （ ２ － ２ ） ど の 部 門 、 ど の 階 層 に 対 し て 行 わ れ て い ま す か 。

（ ２ － ３ ） 必 須 で す か 、 任 意 で す か 。

（ ２ － ４ ） お お よ そ の 受 講 者 数

（ ２ － ５ ） 年 間 研 修 訓 練 時 間 数

（ 7-1  回 答 ）

・ 入 管 庁 で 全 職 員 研 修 を 実 施 。 対 象 は 、 退 職 年 数 、 役 職 、 業 務 内 容 な ど ご

と 。 内 容 は 、 大 学 教 授 な ど の 人 権 問 題 の 専 門 家 に よ る 人 権 諸 条 約 な ど の 人

権 に 関 す る 講 義 。

・ 2 0 2 1 年 か ら 人 権 問 題 に 特 化 し た 研 修 を 入 国 者 収 容 場 と 地 方 の 入 管 庁 職

員 全 員 対 象 に 実 施 。

・ 大 阪 独 自 に 、 処 遇 や 警 備 な ど の 入 国 警 備 官 対 象 の 研 修 も 実 施 。 一 回 １ 時

間 を ２ 日 間 行 っ た 。 任 意 受 講 で 、 今 年 度 は 46人 参 加 。 他 局 の オ ン ラ イ ン

視 聴 は 166人 。

（ 2 ） 差 し 支 え な け れ ば 使 用 し て い る テ キ ス ト の コ ピ ー を 下 さ い 。

（ 7-2  回 答 ）

・ 事 前 に 山 田 さ ん に 案 内 し て 開 示 請 求 中 。

・ た だ 、 講 師 の 都 合 、 今 後 の 講 師 の 確 保 へ の 支 障 な ど の 理 由 か ら 公 表 で き

な い 可 能 性 も あ り 。

（ 3 ） 以 前 　 収 容 者 は 職 員 に 対 し 「 先 生 」 と 敬 称 で 呼 ぶ こ と を 義 務 付 け ら

れ て い た と の 証 言 が あ り ま す 。 こ の ル ー ル は 今 も あ り ま す か 。 　

（ 7-3  回 答 ）

・ 過 去 に 一 部 の 被 収 容 者 が 職 員 を 「 先 生 」 と 呼 ぶ こ と が あ っ た よ う だ 。 し

か し 、 当 局 か ら 義 務 づ け や ル ー ル 化 し た も の で は な い 。

・ 現 在 「 な ん と 呼 ん だ ら い い か ？ 」 と 尋 ね ら れ た ら 、 「 担 当 官 」 「 担 当 さ

ん 」 「 オ フ ィ サ ー 」 な ど の 呼 称 を 案 内 し て い る 。

８ ． 改 正 入 管 法 に つ い て 質 問

（ １ ） 従 来 の 仮 放 免 者 の 身 元 保 証 人 は 自 動 的 に 「 監 理 人 」 と な る の で し ょ

う か 。
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（ 8 -1  回 答 ）

・ 仮 放 免 の 身 元 保 証 人 が 自 動 的 に 監 理 人 と な る こ と は な い 。 今 回 の 法 改 正

で 監 理 人 の 責 務 を 理 解 し た 上 で 被 監 理 者 の 方 の 監 理 人 に な る こ と を 承 諾 し

た 方 で 、 そ の 遂 行 能 力 を 判 断 し て 主 任 審 査 官 が 選 定 す る 。

（ ２ ） 法 の 目 的 と し た 収 容 所 長 期 滞 在 者 の 減 少 は あ り ま し た か 。 あ る い は

減 少 は 見 込 め る で し ょ う か 。

（ 8 -2  回 答 ）

・ 断 定 は で き な い が 、 監 理 措 置 決 定 を 実 施 し た の で 、 そ の 範 囲 に お い て 長

期 収 容 を 回 避 し 、 ま た は 抑 制 効 果 が あ る も の と 受 け 止 め て い る 。

　

9 .    そ の 他 （ 当 日 、 追 加 の 質 問 ）  

（ １ ） 　 海 外 の 収 容 施 設 の 処 遇 を 見 た ら も っ と 自 由 に 収 容 者 が 生 活 し て い

る と い う 情 報 を 得 て い る 。 こ れ ま で 受 け た 研 修 の 中 で 海 外 に お け る 国 際 人

権 法 に 基 づ く 処 遇 に 関 し て 話 や 説 明 が あ っ た の か ど う か ？  も う 一 つ 、 逆

に 職 員 の 皆 さ ん 方 が 処 遇 を 見 て 、 「 自 由 で な い 、 不 自 然 じ ゃ な い か 」 と 思

わ れ た と き に 、 各 入 管 の 皆 さ ん 方 の 現 場 の 意 見 を 本 省 の 方 に 伝 え 、 改 善 に

向 け て 、 皆 さ ん 方 の 声 を 反 映 す る 、 と い う 仕 組 み が あ る の か ど う か 。

（ 9-1  回 答 ）

・ 職 員 個 人 レ ベ ル で 、 外 国 で こ う い う や り 方 が あ る よ と か そ う い う こ と を

聞 く こ と と は あ る が 、 全 職 員 対 象 の 研 修 で 海 外 の や り 方 な ど を 参 考 に し て

い る か と い う と 、 そ こ ま で の 段 階 で も な い か も し れ な い 。 た だ 個 人 で 海 外

の や り 方 を 聞 い て い る 者 も い て 、 感 想 は そ れ ぞ れ が 感 じ て い る 。

・ 処 遇 に 限 ら ず 、 職 員 や 審 査 官 が 自 分 で そ れ ぞ れ 思 う こ と が あ れ ば 、 当 然

業 務 改 善 の 意 見 を 上 に 言 い 、 さ ら に 官 公 庁 な ど に 上 げ て い く 。 業 務 改 善 に

関 し て 意 見 す る 仕 組 み は 整 備 さ れ て い る 。

・ ア ム 質 問 ： 新 規 収 容 者 の 方 の 意 見 も 何 件 か あ る っ て お っ し ゃ っ て ま し た

ね 。 そ う い う 意 見 も 含 め 施 設 の 改 善 に 向 け て 、 支 局 だ け じ ゃ な く 本 庁 に 還

流 さ せ て い く ル ー ト も 存 在 し て い る か ？

・ 入 管 回 答 ： そ う い っ た 意 見 が あ っ て 、 確 か に そ う だ と い う こ と に な れ ば

も ち ろ ん 本 庁 の 方 に も 報 告 し て い く 。

（ ２ ） 　 27番 の 法 改 正 の と こ ろ で 説 明 を 受 け た が 、 よ く わ か ら な い の が

要 す る に 刑 務 所 の 処 遇 と 同 じ 書 き ぶ り に し た の で 、 そ れ に 従 っ て 変 わ っ た

部 分 が あ る と い う 風 に 聞 こ え た が 、 そ れ で 結 局 、 管 理 が 厳 し く な る 方 向 に

変 わ っ た の か ？ そ れ と も  緩 く な る 方 向 に 変 わ っ た の か ？ 　 厳 し く な る よ
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う に 変 わ っ た よ う な 印 象 を 話 の 中 で 受 け た が 、 そ れ は 間 違 い か ？

（ 9-2   回 答 ）

・ 基 本 的 に 厳 し く な っ た 点 は ほ と ん ど な い 。 唯 一 、 制 限 が か け ら れ た の が

保 管 グ ッ ズ 。 本 人 が 持 て る も の は こ の 量 ま で で す よ 、 あ と 入 管 に 預 け て お

け る 限 度 量 を 決 め ら れ た 。 被 収 容 者 へ の 制 限 が 目 に 見 え て わ か る ル ー ル と

し て 紹 介 し た 。 た だ 実 態 と し て は 、 今 ま で 持 っ い た 量 が そ れ を 超 え て い な

い の で 、 今 ま で よ り も 大 き な 容 量 で 規 定 量 が 作 ら れ た の で 、 現 時 点 で は 問

題 は 起 こ っ て い な い 。 が 、 今 後 、 た く さ ん の 荷 物 を 持 ち 込 み た い と き に 、

制 限 が か か る 可 能 性 は あ る 。 今 ま で 制 限 が そ も そ も な か っ た と こ ろ に 制 限

が 一 つ つ い た こ と に な る 。

（ ３ ）  広 さ が 目 分 量 で は よ く わ か ら な い の で 何 か わ か る も の が 欲 し い 。

今 す ぐ で な く て よ い の で 、 後 で 、 居 室 、 運 動 場 、 ホ ー ル の 寸 法 が 欲 し い 。

（ 9-3  回 答 ）

・ わ か れ ば 。

（ ４ ）  隔 離 部 屋 、 隔 離 さ れ て る 人 た ち が 入 っ て る 部 屋 が い く つ あ る の か

と 、 掃 除 が あ ん ま り さ れ て な い っ て い う 話 を 聞 い た が 、 そ の 部 屋 の 床 や ト

イ レ は ど れ ぐ ら い に 1 回 掃 除 を や っ て い る の か 。

（ 9-4  回 答 ）

・ 隔 離 さ れ て い る 部 屋 は 今 回 の 法 改 正 で 「 保 護 室 等 」 と い う 呼 び 方 に 変

わ っ た 。 予 備 室 は 合 計 で ４ 部 屋 。 そ の 清 掃 は 会 計 を 通 じ て 主 要 区 域 内 の 全

て の 清 掃 と 同 じ よ う に 契 約 を し て い る 。 少 な く と も 週 に 1 回 と か 、 数 日 に

1 回 、 あ る い は 2 日 に 1 回 か は わ か ら な い が 、 そ の 契 約 の 中 に は 予 備 室 も 組

み 込 ま れ て い て 、 一 定 の 周 期 で 清 掃 が 入 る 契 約 に な っ て い る 。 そ の 範 囲 で

や っ て い る と 思 う 。 た だ ど う し て も 使 用 し て い る 間 は 、 当 然 、 清 掃 業 者 に

入 っ て も ら え な い の で 、 そ の 間 は 自 身 で 部 屋 の 中 を あ る 程 度 、 綺 麗 に 保 っ

て も ら う 必 要 は 出 て く る と 思 う 。

・ ア ム 質 問 ： 自 分 で 掃 除 す る の か ？

・ 入 管 回 答 ： 使 用 時 は 清 掃 業 者 に 入 っ て も ら う こ と は で き な い の で 。

・ ア ム 質 問 ：  ず い ぶ ん 床 が 汚 い と い う 噂 を 聞 い た が 、 本 当 な ら 、 で き た

ら 綺 麗 に し て あ げ て ほ し い 。

（ ５ ） （ ア ム 意 見 ） LGBTの 人 の 件 で 。 収 容 時 に 本 人 に 1 人 が い い と か 、

み ん な と が い い と か を 確 認 し て か ら 処 遇 さ れ て い る と 思 う が 、 ト ラ ン ス

ジ ェ ン ダ ー の 人 に 関 し て は 自 分 の 性 、 そ れ ぞ れ の 希 望 に も よ る が 、 や は り

性 自 認 を し て る と こ ろ の 部 屋 、 男 性 グ ル ー プ な の か 女 性 グ ル ー プ な の か 、
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そ の 辺 の ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ー の 人 へ の 処 遇 に つ い て も 、 自 分 の 性 自 認 を 優

先 し た 形 で ブ ロ ッ ク や 部 屋 を 決 め て 欲 し い 。 本 人 に ち ゃ ん と 確 認 す る の が

一 番 大 事 だ と 思 う の で 、 い ろ ん な 方 が こ れ か ら 出 て く る と 思 う の で 、 処 遇

を 考 え て い た だ き た い 。

（ 9-5  回 答 ）

・ 今 、 言 っ て い た だ い た よ う に 、 入 っ て き た 最 初 の 時 に 、 ま ず 、 本 人 さ ん

と ど う い っ た 部 屋 を 希 望 す る か を 聞 き 、 そ れ に 対 し て 応 じ ら れ る と こ ろ と

応 じ ら れ な い と こ ろ が あ る の で 、 本 人 と 話 し て 部 屋 と 区 域 を 決 め て い る 。

本 人 の 希 望 を 1 0 0％ 飲 め る 場 合 も 当 然 あ る し 、 ど う し て も 保 安 上 の 関 係 か

ら 全 部 は 飲 め な い と こ ろ も 出 て く る 。 本 人 の 希 望 が あ っ た と し て も 、 同 じ

区 域 に な る 他 の 人 た ち の 希 望 は ど う か 、 そ の 本 人 だ け を 完 全 に 優 先 で き な

い と き も あ る 。

・ ア ム 質 問 ：  そ の 辺 は 事 情 も 含 め 基 本 的 に は 本 人 が 納 得 し て も ら え れ ば

・ 入 管 回 答 :　 そ う だ 。 　

・ ア ム 質 問 :　 こ の 点 は 昔 よ り 大 変 改 善 し た の で 大 阪 入 管 が い ろ い ろ 対 応

し て く れ て い る こ と に つ い て は 本 当 に あ り が た く 思 っ て い る 。 よ ろ し く 。

（ ６ ） （ ア ム 質 問 ） （ 会 議 室 の 四 隅 の 装 置 に ） 赤 い 点 が 四 つ あ る が 、 こ れ

は カ メ ラ な の か ？ 　 録 画 さ れ て い る の か ？

（ 9-6  回 答 ）

・ い や 録 画 は し て な い は ず だ が … （ し ば ら く 、 前

の 職 員 数 人 で や り と り ？ ）

・ ア ム 質 問 ： も し カ メ ラ な ら 消 し て も ら い た い 。

・ 入 管 回 答 ： え え 、 え え 。

（ ７ ） （ ア ム 意 見 ） ア ム ネ ス テ ィ は 国 際 人 権 法 を

守 る こ と を 主 旨 と し て 活 動 し て い る 団 体 。 日 本 の

入 管 行 政 は 国 際 水 準 か ら か け 離 れ て い る 部 分 が あ

る と 我 々 は 認 識 し て い る 。 そ う い う 意 味 で 、 現 場

で 働 い て い る 方 々 に も 国 際 人 権 法 は い っ た い ど う

い う こ と を 言 っ て い る の か を ぜ ひ 勉 強 し て い た だ

い て そ の 線 に 近 づ く よ う な 処 遇 に 努 め て い た だ き

た い 、 国 際 人 権 法 を ぜ ひ と も 順 守 し て い た だ き た

い 。 皆 さ ん 方 に そ う い う こ と を お 願 い し た い 。 よ

ろ し く 。

（ ８ ） （ ア ム 意 見 と 質 問 ） 入 管 庁 の ミ ッ シ ョ ン は 、 異 分 子 を 大 変 厳 し く

シ ャ ッ ト ダ ウ ン す る と い う 法 律 に 基 づ い て 、 合 わ な い 人 は 中 に 入 れ な い と

い う 姿 勢 が 強 い 一 方 、 な か な か 人 権 を 守 れ な い 。 入 管 の 職 員 の 皆 さ ん が 現
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場 を 預 か っ て い て 、 非 常 に 内 面 的 、 心 の 面 で 難 し い 面 が あ る ん じ ゃ な い か

そ の 辺 は ど う か ？ 　 そ の へ ん の 難 し さ は 、 本 音 で 言 い に く い だ ろ う が 、 こ

こ だ け の 話 で 何 か 話 す こ と で き る か ？

（ 9-8  回 答 ）

・ 両 方 の 相 反 す る と こ ろ が あ る 。 良 い 方 に は 来 て い た だ き た い し 、 日 本 の

ル ー ル を 守 れ な い 人 は 強 制 的 に 排 除 し な く て は い け な い の で 、 こ れ は 相 反

す る こ と に 思 え る が 、 別 に 両 立 で き な い こ と で は な い と 我 々 は 考 え て い る

さ ら に 言 う と 最 近 は 共 生 社 会 で 、 国 際 交 流 協 会 と 一 緒 に 外 国 人 相 談 会 の 場

を 設 け て い る 。 昔 の イ メ ー ジ で は 厳 し い の か も し れ な い が 、 シ ャ ッ ト ダ ウ

ン す る の で は な く 、 外 国 の 人 と 共 生 で き た ら と い う 考 え に な っ て い る と 思

う 。

質 疑 応 答 は 以 上
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１ ０ ． 収 容 所 配 置 関 係

以 下 は 、 案 内 さ れ て の 館 内 見 学 時 の 記 録 で あ る 。

６ 階 　 医 療 、 休 養 室 、 面 会 室 、 洗 濯 室 、 シ ャ ワ ー 室 な ど が あ る 。 位 置 関 係

は ど う な っ て い る か は よ く 分 か ら な い 。 と り あ え ず 見 た と こ ろ を 下 記 に 記

す 。

（ １ ） 入 所 手 続 き 室

貸 与 品 （ 運 動 具 な ど ） が お い て あ る 。 被 収 容 者 の 物 品 留 置 場 も あ る

（ ２ ） 休 養 室 （ 目 的 は 病 人 な ど の 一 時 的 休 養 ） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 寸 法 は 目 分 量 。

　 畳 １ ０ 畳 は 勘 定 し た の で 確 か 。 部 屋 の 寸 法 に つ い て は 問 い 合 わ せ 中 だ が 、 ま

だ 回 答 は な い 。

　 マ ッ ト は 厚 さ １ ０ セ ン チ く ら い 。 一 人 が 横 に な る こ と の で き る 大 き さ 。

　 　 休 養 室 と ホ ー ル の 間 は ほ ぼ 全 面 ガ ラ ス 張 り に な っ て い て 休 養 室 の 隅 々 ま で

見 え る よ う に な っ て い る 。 単 独 室 に は ２ 段 ベ ッ ド 、 ト イ レ 、 洗 面 室 。

　 　 ホ ー ル に い る 人 か ら は 丸 見 え で プ ラ イ バ シ ー へ の 配 慮 は な い 。

（ ３ ） 面 会 室

　 一 般 の 人 向 け の 面 会 室 は ① ～ ⑤ 、 か な り 狭 い 感 じ で あ る 。 一 方 で 、 被 収
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容 者 と 領 事 と の 面 会 用 の 部 屋 は 、 イ ス と テ ー ブ ル の 置 い て あ り 、 ゆ っ た り

し て い る 。 例 外 的 に 家 族 と の 面 会 に 使 わ れ る こ と も あ る 。

（ ４ ） 医 療 室

診 療 室 の 広 さ は 通 常 の 医 院 と 同 程 度 。

（ ５ ） 居 室

　 居 室 は ７ 階 に あ り 、 入 所 者 の プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 す る と い う こ と で 見 学

は で き な か っ た 。

　 A ,B ,C ,D の ４ 区 域 が あ り 、 そ れ ぞ れ に 、 居 室 （ 共 同 室 ＜ ６ 人 定 員 ＞ 、 単

独 室 ＜ 定 員 一 人 ＞ ） 、 シ ャ ワ ー 室 、 洗 濯 室 、 ホ ー ル が あ る 。 但 し 、 運 動 場
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は ２ 区 域 に 一 つ 。 こ れ は 半 日 ず つ 、 交 互 に 使 う 。 一 区 域 の 定 員 は ５ ０ 人 。

全 体 で は 定 員 ２ ０ ０ 人 。 写 真 を 見 せ て も ら っ た が 配 置 は 下 記 の 通 り で あ る

イ ス は ６ 個 あ る と い う 話 だ っ た が 、 ス ペ ー ス 的 に は ６ 個 も 開 け る 広 さ で は な い よ

う に 思 わ れ た 。 ベ ッ ド に 腰 か け る か 、 横 に な る し か な い よ う に 思 わ れ た 。 今 は １

～ ３ 人 と 言 う こ と で あ る が 、 ６ 人 と も な れ ば 超 過 密 で あ る 。

（ ６ ） ホ ー ル

　 共 同 の 居 間 で あ る が 、 大 き さ は ６ 人 居 室 の ２ 倍 か ３ 倍 程 度 に 見 え た 。 電

話 機 が ３ 台 、 ベ ン デ ィ ン グ マ シ ー ン が 一 台 置 い て あ る ほ か 、 写 真 に は テ ー

ブ ル も イ ス も 写 っ て い な か っ た 。 あ る の か 、 無 い の か は 確 認 し な か っ た 。

他 に 拘 禁 室 （ 「 改 正 」 法 で は 「 保 護 室 等 」 ） が あ る は ず で あ る が 、 こ れ

の 説 明 は な か っ た 。

以 上
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